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補助金の額確認書

申請者氏名　　　　　　　　　

	事業の区分
	
	新築　・　増改築

	県産出材の調達に要した額
	（Ａ）
	円

	とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付要領第６条第１項第１号の表１又は第２号の表３に定める額
	（Ｂ）
	円

	（Ａ）－（Ｂ）の額
	（Ｃ）
	円

	補助対象経費
（市産出材の調達に要した額）
	（Ｄ）
	円

	大田原市産出材の家づくり支援事業費補助金交付要綱第５条第１項又は第２項に定める額
	（Ｅ）
	円

	大田原市産出材の家づくり支援事業費補助金の額
（（Ｃ）、（Ｄ）又は（Ｅ）のいずれか低い額。千円未満切捨て）
	円



備考
１　県産出材の調達に要した額の欄（Ａ）は、出荷証明書（様式第２号）の使用した木材の総材積
の「うち県産出材」の記載金額を転記してください。
２　とちぎ材の家づくり支援事業費補助金交付要領第６条第１項第１号の表１（新築事業）又は第
　２号の表３（増改築事業）に定める額（Ｂ）は、次のとおりです。
（新築事業）　　　　　　　　　　　　　　　　（増改築事業）
	県産出材使用量
	金額
	
	県産出材使用量
	金額

	６㎥以上１０㎥未満
	１５０，０００円
	
	５㎥以上１０㎥未満
	７５，０００円

	１０㎥以上２０㎥未満
	２２５，０００円
	
	１０㎥以上１５㎥未満
	１５０，０００円

	２０㎥以上３０㎥未満
	３７５，０００円
	
	１５㎥以上
	２２５，０００円

	３０㎥以上４０㎥未満
	５２５，０００円
	
	
	

	４０㎥以上
	６００，０００円
	
	
	


３　補助対象経費（市産出材の調達に要した額）の欄（Ｄ）は、出荷証明書（様式第２号）の使用
した木材の総材積の「うち市産出材」の記載金額を転記してください。
４　大田原市産出材の家づくり支援事業費補助金交付要綱第５条第１項（新築事業）又は第２項（
　増改築事業）に定める額（Ｅ）は、次のとおりです。
　　（新築事業）　　　　　　　　　　　　　　　　（増改築事業）
	市産出材使用量
	金額
	
	市産出材使用量
	金額

	６㎥以上１０㎥未満
	７５，０００円
	
	５㎥以上１０㎥未満
	７５，０００円

	１０㎥以上２０㎥未満
	１５０，０００円
	
	１０㎥以上１５㎥未満
	１５０，０００円

	２０㎥以上３０㎥未満
	３００，０００円
	
	１５㎥以上
	２２５，０００円

	３０㎥以上４０㎥未満
	４５０，０００円
	
	
	

	４０㎥以上
	６００，０００円
	
	
	






